
平成31年度 科学・技術の創造プロセス【工学院】
Processes for creation in science and technology 【School of Engineering】

第5回 知的財産権制度の基礎知識

（課題）理工系学生に必要な知的財産権制度の基礎知識を鳥瞰図的に理解する

工学院 経営工学系・経営工学コース
教授 田中 義敏

大岡山キャンパス 西9号館4階417号室
メールアドレス：tanaka.y.al@m.titech.ac.jp

田中研究室URL：http://www.me.titech.ac.jp/~ytanaka/
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東工大のある研究室の動画

Human like robot with artificial muscle
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鈴森研究室動画.mp4


鈴森康一先生の特許出願
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「ロボット」「東京工業大学」を検索キーとして
特許情報検索
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大学等の共同研究件数・共同研究費受入額（相手先別）

文部科学省「平成28年度 大学等における産学連携等実施状況について」

特許庁データ
大学等による特許出願
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2017年度大学発ベンチャー調査
経済産業省産業技術環境局大学連携推進室

大学発ベンチャーの創出数の推移

大学発ベンチャーの分類
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平成31年度 科学・技術の創造プロセス

講義の概要とねらい
科学・技術の創造プロセスにおいては，電気や機械などの単一分野だけでは社

会ニーズにこたえられるような研究・開発は不可能であり，多くの分野の融合的
な協力が必要となる。また，研究者・技術者倫理に基づいた誠実な研究・開発活
動を行う必要があり，さらに，研究成果の保護と活用のためには特許などの知的
財産管理・戦略も必要となる。
本講義では工学院に所属する５系（機械系・システム制御系・電気電子系・情

報通信系・経営工学系）が系横断的に実施している最先端プロジェクトを紹介す
るとともに，研究者・技術者倫理および知的財産関連について講義する。

到達目標
本講義を履修することによって以下の能力を修得する
1) 分野融合による技術開発の概要
2) 研究者・技術者倫理の基礎
3) 知的財産管理・戦略の基礎

キーワード
分野融合，知的財産，研究者・技術者倫理
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理工系人材は、将来、何らかの形で
知的財産の課題に直面する！
研究開発、商品化、営業マーケティング、製造、経営者、コンサ
ル、模倣された、訴えられた、企業間競争の交渉時、研究成果の
権利化、知財関連行政

少なくとも、知的財産権の概要を
鳥瞰図的に把握しておこう！
知的財産基礎科目を全学生に必修にしている国立大学もある。
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知的財産に関する講義の概要とねらい

この2コマの講義では、理工系学生が自らの専門領域以外
で学んでおくべき基礎的事項として、

①知的財産権制度の基礎知識

②特許情報の検索と活用の基礎知識

を中心として、できるだけわかりやすく頭の片隅に入れて
おけるように講義を進めます。

興味のある方は、研究成果の特許化、科学技術論文と特許文献、産学連
携における知的財産権問題、権利行使としての侵害訴訟、知的財産を巡
る産業界の動き、グローバル社会での知的財産活動、知的財産戦略、ア
イデア創出と特許要件、創造性育成のための知財知識、モチベーション
と創造性、職務発明と報酬制度などの論点について、講義と討論を進め
る。
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ビジネス

技術 法律

創造 保護

活用

知的財産権は、技術、ビジネス、法律の融合領域。

知的
財産権
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知的財産権とは

「人間の知的活動によって生み出さ
れたアイデアであって、 財産的な
価値を持つものを総称して知的財産
と呼び、これを保護する権利を知的
財産権といいます。」
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知的財産は、どうやって保護されるのでしょうか？

有体物は、実力行使で守れる。

無体物は、実力行使では守れない。

一定の要件を満たした知的財産を保護対象として、その知的財産を創出した者（ま

たは譲り受けた者）に、国家が、法律に基づいて、独占権を与えて保護する。

他の人は物まねできない。

差し止め請求

損賠賠償請求など

保護されている知的財産を使うためには、権利者からライセンス（実施許諾）を受

けなければならない。ライセンス料（実施料）の支払いが必要となる。

アイデア
は、無体物
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大村智先生ノーベル受賞 2015年医学生理学賞
大村先生は山梨県韮崎市出身。山梨大学を卒業後、北里大
学薬学部の教授や北里研究所の所長などを務め、現在は名
誉教授などを務めています。これまで微生物由来の有機化
合物を多数発見し、薬学研究の分野で優れた業績を上げま
した。そして、寄生虫によって引き起こされるオンコセル
カ症やフィラリアなどの発生を劇的に抑えることができる
「イベルメクチン」のもととなる「エバーメクチン」な
ど、数々の抗生物質を発見しました。中でも寄生虫による
風土病の治療薬として実用化した「イベルメクチン」はア
フリカなどで無償供与され、世界で年間３億人を失明の恐
怖から救っている。静岡県伊東市内のゴルフ場近くの土壌
中から、新種の放線菌「ストレプトマイセス・アベルメク
チニウス」を発見。共同研究していた米製薬大手メルク社
に試料を送り、マウスで実験したところ、寄生虫に対して
有効なことが分かった。メルク社から約250億円のライセ
ンス料の支払いを受けた。
ライセンス料収入の根拠は特許。特許を取得していなかっ
たらライセンス料は無。誰でも許可なく使える技術。

大村智：合計310件の特許出願
大村智＊イベルメクチン：6件
大村智＊エバーメクチン：15件
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特許登録件数の第1位は三菱電機、第2位はキャノン、第3位はトヨタ自動車。
電機と自動車関連メーカーがトップ10の大部分を占めている。

登録件数上位10社（特許）

【特許登録件数上位10社(2017)】

※共同出願については、それぞれに出願人でカウント。

順位
前年
2016

出願人 登録件数

1 ↗ 3 三菱電機 4,484

2 ↘ 1 キャノン 3,931 

3 ↗ 4 トヨタ自動車 3,378 

4 ↘ 2 パナソニックIPマネジメント 2,990 

5 ↗ 8 本田技研工業 2,502 

6 ↗ 9 リコー 2,468 

7 ↘ 5 富士通 2,431 

8 ↘ 6 デンソー 2,110 

9 ↘ 7 セイコーエプソン 1,971 

10 ↗ 11 東芝 1,753 
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エアバックシステム

ナビゲーションシステム

高圧配電ユニット
（パワードライブユニット）

モーターアシスト機構 キーレスエントリー 軽量アルミボディ構造

充放電表示器

燃費対応エアコン制御

パワーが必要な発進時
に、モーターでエンジンを
補助。
燃費改善。

充電池でエンジン
を補助するか、ブ
レーキで発生した
電流で充電池を充
電するかを切り替
える。

多様な特許が使われた成功例の紹介：インサイト（本田技術研究所）
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はじめに（知的財産制度とは）

産
業
財
産
権
（
特
許
庁
）

＜携帯電話の例＞（数千件に及ぶ権利）特許権（発明）
• 高度な技術的創作であって、産業上有用な物や方法等
• 存続期間は出願から20年、年間出願件数33万件

実用新案権（考案）
• 技術的創作のうち、物品の形、構造等
• 存続期間は出願から10年、年間出願件数8000件

意匠権（工業デザイン）
• 新規性と創作性があり美感を起こさせる物品の形状等
• 存続期間は登録から20年、年間出願件数3万件

商標権（ブランド名、マーク等）
• 商品やサービスの名称
• 存続期間は登録から10年(更新可)、年間出願区分数12万件

著作権等（コンテンツ）
• 独創性のある文芸、文学、ソフトウェア等
• 存続期間は作者の死後50年（映画のみ公表70年）

育成者権（新たな植物品種）
• 植物新品種を育成する権利
• 存続期間は25年

意匠権

例：電話機をスマートにし
たような形状のデザイン

実用新案権

例：収容したままでも
受信感度が低下しな
いアンテナ構造に関
する考案

商標権

例：電話機メーカー
が自他製品と区別
するために製品など
に表示するマーク

特許権

例：超寿命、小型軽量化したリチウム
イオン電池に関する発明

著
作
権

（
文
化
庁
）

育
成
者
権

（
農
水
省
）

（注）加えて、営業秘密などの登録されていない知的財産は
不正競争防止法により保護されています。
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天然魚カスベ（エイの一
種）を原材料として、完全
無添加の機能性食品を製
造・販売。カスベの軟骨か
ら抽出した「コンドロイチ
ン硫酸」の吸収性を大幅に
高める製造技術の開発を北
海道大学等と進めた。多糖
類の分子結合を切断する
「マイクロ化学プロセス処
理技術」により、糖鎖オリ
ゴマーの大量生産技術を確
立。特許を取得。糖鎖オリ
ゴマーは関節炎治療、抗炎
症作用等に効果がある。
パッケージには、北海道大
学のロゴマークも認可を受
けて掲載している。

丸共バイオフーズ株式会社（北海道） http://www.mbf-net.com 
資本金：1,000万円
従業員数：7名
知財に関する業務は、社長1名が担当
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経皮吸収に関する技術開発、
また、マイクロニードルを用
いた化粧品の製造販売並びに
医薬品の開発を進めているベ
ンチャー企業。ヒアルロン酸
やコラーゲンなど皮膚に有用
な成分を、皮膚に直接注入し
て浸透させるマイクロニード
ルの化粧品を、世界で初めて
製品化して特許を取得。「新
しい技術開発を行う企業にとっ
て、開発活動と知的財産権活動
とは一体である」と主張して
いる。特許を活用して大手企
業とライセンス契約を締結し、
ロイヤリティ収入を獲得しな
がら、研究開発及び製品化を
進めている。

コスメディ製薬株式会社（京都） http://www.cosmed-pharm.co.jp/
資本金：3,000万円
従業員数：83名
知財の専任担当者は置かず、社長や社員が兼務
して対応

目指すゴールは、TTS（経皮送達システム）による医療への貢献。「薬」
「皮膚」「浸透」の3つがキーワード。大阪大学、京都薬科大学とともにマ
イクロニードルの技術を応用した医薬品の共同開発。C型肝炎や糖尿病治療
薬を経皮吸収させる「投薬シート」や、インフルエンザワクチンを接種で
きるワクチンパッチ「貼るワクチン」の開発。
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1900年初期に、手漉き和紙を
製造する会社として創業し、
1956年ちり紙製造で機械化お
よび法人化。厚紙の製造工程
の「どろどろした紙の材料を
芝生の種と一緒に混ぜて吹き
付けたら、農地や道路などの
法面の雑草の抑制に使えるの
ではないか」という発想が生
まれた。貼りつきやすい特性
を持った厚紙の材料がヒント。
技術内容を開示してユーザー
と作業をすることで、芝生化
の成功率は高くなる。技術を
開示できるのは、特許権を取
得しているおかげであり、他
社との差別化を図る上でも、
特許権の取得が役立っている。

有限会社だるま製紙所（愛媛） http://www.daruma-p.com/index.html
資本金：300万円
従業員数9名
代表者が知財担当者を兼任
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熱可塑性樹脂の射出成形品および
金型等の製造販売を行うメーカー。
「下請けだけでは、会社の真の成
長に繋がらない」と考えた社長は、
下請けのみの事業から脱却し、付加
価値を有する自社製品を製造する
ことを決心した。同社の代表的な
製品の一つに「道路鋲」がある。
ある大学教授から提案があり、太
陽電池で発電し、「キャパシタ」
を蓄電装置に用いることで、寿命
を大幅に伸ばすことに成功し、メ
ンテナンスフリーを実現。2016年
ケニアで開催された第6回アフリカ
会議（TICAD)において、同社製品
が国際協力機構（JICA）の目に止
まり、タンザニアへも海外展開の
準備が進められている。

辻プラスチック株式会社
（滋賀）

http://www.tsuji-pla.co.jp/index.html
資本金：1,000万円
従業員数：36名
各所属のグループリーダー計5名の兼任者から構成
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ステンレス手摺や門扉などの、
金属工事等が主な事業。また、
太陽光パネルの架台に必要な基
礎杭として、立地場所を選ばず
砂地でも使用可能な基礎杭を開
発して製品化。杭に「返し」の構
造（開閉式抵抗羽）を用いて、砂
地でも抜けない杭を開発し、特
許権を取得。また、同技術を利
用して、風に強く飛ばされない
ビーチ用パラソルの杭を新たに
開発。国内で意匠及び商標登録
（製品名：RyuPara）。「風に強
く飛ばされないビーチ用パラソ
ル」を、ハワイに出荷。海外で
開催されるモータースポーツの
スポンサーとなって、同社製パ
ラソルをゴール地点に設置して
宣伝活動。

株式会社立神（たちがみ）鐵工所
（沖縄）

http://www.tachigami.com/
資本金：500万円
従業員数：15名
知財に関する業務は社長が実施している
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自動車用アルミホイールの企画開発及び製造
販売。常に顧客のニーズに応えるホイール作り
を第一に考え、長く自動車愛好家の心を掴んで
いる。顧客に対する製品イメージを構築する
上で重要なのがブランド名。ネーミングの由
来となるホイールのデザインの保護も重要で、
意匠としての権利化も積極的に行っている。
知財活用の取組は、常に弁理士と二人三脚で
進めている。出願時には、権利取得の可否、
また、ホイールの製造方法について権利化す
るか、あるいは、ノウハウ秘匿かとのアドバ
イスも受けている。他社の出願動向も相談。
そのほか、自社製品と類似の出願についての
調査も依頼。弁理士事務所の有する先行技
術・デザイン調査能力をフルに活用している。
さらに、経営方針に合致した戦略的な保護の
仕方についてもアドバイスをもらいながら、
同社の知財部または経営参謀として弁理士事務
所を活用している。

株式会社ワーク（大阪）
https://www.work-wheels.co.jp/
資本金：9,500万円
従業員：170名
兼任者が2名（1名が特許・意匠を担当、1名が商標を担当）
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地元鳥取県産の食材にこだ
わった加工品開発、飲食店
運営、観光サービス等を
行っている。ピンクではじ
まる食事や新しいライフス
タイルを提案。主な商品と
しては、ピンク色のカレー
「ピンク華麗（カレー）」
や「ピンク醤油」等。完成
したオリジナル商品をオン
リーワン商品として守って
いくために、自社商品の完
成と同時に商標登録出願を
する。商標登録を自社商品
の出生届のようなものと考え
ており、会社の姿勢や社員
の想いを、見える形にする
ためのツールとしても活用
している。

ブリリアントアソシエイツ
株式会社（鳥取）

http://www.ba-tottori.com/
資本金：300万円
従業員：22名
社長及び役員の2名で知財業務を兼務している
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知的財産権のルーツ

有体物と無体物 占有

国家権力による強制的な命令 法治国家 治安維持 無体物の保護

ヴェネチア

5-6世紀 ゲルマン人によってできた町

10世紀 海洋国家 都市国家 （イランで風車の発明）

1310年 貴族的共和制が完成 貿易と貿易品の加工業 外来技術

1332年 ヴェネチアに風車建設 バルトロメオ・ベルデ 市の依頼を受けて建設に取りかかる

市理事会の出した条件が最初の特許権 資金と土地の提供 指定期間

この手法を技術導入の方法として活用 風車から造船へ

1450年代 ほぼ制度化 独占権ではなく、保護優遇措置 ギルド規制が技術導入を阻害

1469年 印刷職人ヨハン ヴェネチア大学より印刷術の独占的な使用を許可

ヨハンの死後、印刷所、職人が急増

1491年 印刷物特権 組版、タイプフェース

1517年 ギリシャ文字のイタリック体（タイプフェースの意匠権）

1545年 世界初の著作権法

大航海時代の幕開け 高度な技術職人による技術伝播
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パリ条約誕生の背景

パリ凱旋門

1806 ナポレオンにより起工

19世紀初頭 ナポレオンによる国内産業振興策

1851 世界最初の万国博覧会 in London

1873 万国博覧会 in Vienna

オーストリー特許法 1年以内の強制実施義務

アメリカ大使による抗議

工業所有権の専門家による非公式国際会議

1873 Patent Congress

1876 イギリス商標登録、ドイツ意匠法

1877 ドイツ特許法、実用新案法

1878 パリ万博、工業所有権国際会議

1880 条約草案会議

1883 工業所有権保護同盟条約締結 in Paris

1884 条約発効

1884 日本商標条例

1885 日本専売特許条例

1899 日本パリ条約に加盟
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パリ条約

• 工業所有権に関する初の条約

• 加盟国数160カ国（2001年2月現在）

属地主義を前提

「権利の成立、移転、効力等は、すべて、その権利を付与した
国の法令に従い、かつ、その国の領域内に限られる」

三大基本原則

（１）内国民待遇（内外人平等）

（２）優先権主張

（３）各国特許独立

7/12/2019 All Rights Reserved(C)2019 Yoshitoshi Tanaka 28



特許・実用新案・意匠・商標の出願件数の推移と知的財産制度活用事例
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450000

1884 1894 1904 1914 1924 1934 1944 1954 1964 1974 1984 1994

特許 実用新案 意匠 商標

特許電子出願
(1990)

特許協力条約加
盟 (1978)

審査請求制度
(1970)

実用新案制度
(1905)

Established 
JIII (1904)

パリ条約加盟
(1899)

専売特許条例
(1885)

商標条例 (1884)

1919: “二股ソケット” 松下幸之
助 実用新案による保護

1951: トーヨーレーヨン株式会社 (Toray)

Du Pont 社からナイロンの基本特許をライセ
ンスイン

1952: 東京通信工業株式会社
Western Electric 社からトランジスタの基
本特許をライセンスイン

独自技術を知的財産権で
保護し、事業化を推進

海外の進んだ技術を導入するとともに、自
社による改良技術開発を重ね、独自のコ
アコンピテンシーを獲得

“アドレナリ
ン” 高峰譲
吉 (1901)

“人工真珠” 御木
本幸吉 (1894)

“グルタミン酸”
池田菊苗
(1908)

“ビタミンB1
（オリザニ
ン）” 鈴木梅
太郎 (1911)

“木製自動織
機” 豊田佐吉
(1924)

 知的財産創出の支援 創出戦略
 新規事業のリスクマネジメントへの支援
 権利行使
 知財情報活用
 モチベーション 発明報償
 標準化戦略
 広報戦略
 企業買収合併への支援
 海外進出への支援
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• 我が国における出願件数は、特許出願の量から質への転換が図られていたが、下げ止まりの傾向に
ある。

• 電気機器業界の出願件数は大きく減少する一方、輸送用機器業界及び機械業界の出願件数は増加、
化学業界は微増傾向にある。

業種別の国内特許出願件数の推移

（出典）
WIPO IP Statistics Data Center、特許行政年次報告書2018
および各国ウェブサイトを基に特許庁作成

日米欧中韓における特許出願
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2017年特許出願件数の多い300社を証券コード協議会の設定する業種に基づいて分類。
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国
内
特
許
出
願
件
数

特許出願件数の推移
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第１５４回国会（２００２年２月４日）

我が国は、既に、特許権など世界有数の知的財産を有していま
す。研究活動や創造活動の成果を、知的財産として、戦略的に
保護・活用し、我が国産業の国際競争力を強化することを国家
の目標とします。このため、知的財産戦略会議を立ち上げ、必要
な政策を強力に推進します。

知的財産立国を国家戦略として位置づけ

小泉首相（当時）の施政方針演説

24
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平成14年、我が国の産業競争力低下への懸念や知的創造サイクルの確立の必要性等から、知的財
産をもとに製品やサービスの高付加価値化を進め、経済・社会の活性化を図る国づくり（知的財産立
国）を実現するため、①創造戦略、②保護戦略、③活用戦略、④人的基盤の充実からなる「知的財産
戦略大綱」を策定。

同年、知的財産立国に向けた基本的方向を定める「知的財産基本法」を制定。同法において、知的創
造サイクルの活性化という国家目標（基本方針）の確立等を規定。「知的財産戦略大綱」における各
戦略について、具体的行動計画を規定。

「知的財産戦略大綱」のポイント 「知的財産基本法」のポイント

知財立国の実現

実現に向けた戦略

●我が国の産業競争力の低下への懸念
●知的創造サイクルの確立の必要性

知的財産をもとに、製品・サービスの高付加価値化を進め、
経済・社会の活性化を図る国づくりを実現。

現状・課題 規定内容

●知的創造サイクルの活性化という国家目標（基本方針）確立
●「知的財産戦略本部」の設置
●「知的財産推進計画」の策定

具体的行動計画

１．知的財産の創造の推進
企業における戦略的な知的財産の創造など

２．知的財産の保護の強化
迅速かつ的確な審査・審判
国際的な制度調和と協力の推進など

３．知的財産の活用の促進

企業における戦略的な知的財産の活用
４．人的基盤の充実
知財専門人材の養成

（１）創 造 戦 略

（２）保 護 戦 略

（３）活 用 戦 略

（４）人的基盤の充実

知的財産戦略大綱の策定

25
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「我が国の大学は生まれ変わります。
産学連携の体制を強化し、企業から大学・
研究開発法人への投資を、今後１０年間で
３倍に増やすことを目指します。」 安倍総理

出典：首相官邸ホームページ
（ http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201604/12kanmintaiwa.
html ）

お付き合い型 から 組織 対 組織 の連携へ

→ 体制強化（組織の総動員、産学官連携リスクマネジメント等）

→ 成果へのコミットメント（学生の処遇等も含む）

→ 費用負担の在り方 （積み上げ、人件費相当、間接経費）

今後の産学官連携の方向性

 企業から大学等への投資を平成２６年比で平成３７年までに３倍増

（「未来投資戦略２０１８」 平成３０年６月閣議決定）

政府目標

46
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IoT、AI等による第四次産業革命
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IoT関連技術の進展（4Gから5Gへの進歩）

7/12/2019 All Rights Reserved(C)2019 Yoshitoshi Tanaka

特許庁資料より



36

2030年近未来のモビリティの世界へようこそ

IoT＝第4次産業革命 日本の技術はリードできるか

未来投資戦略2017－Society 5.0の実現に向けた改革
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2030年 近未来のモビリティの世界へようこそ.mp4
IoT＝第4次産業革命　日本の技術はリードできるか.mp4
未来投資戦略2017－Society 5.0の実現に向けた改革.mp4
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身の回りの製品の技術的課題に着目して、皆さんの
アイデアでその課題を解決してみましょう！
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「パテントコンテスト」でインターネット検索してみましょう！
募集要項が掲載されています！大学生であれば応募できます！
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全国から学生さんが大勢集まって授賞式に臨んでいます。
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知的財産に関するイメージは持てましたか？

「ご自分の専門分野に加えて、知的財産権についても少し
だけかじっておこう！専門だけじゃだめだな！」というこ
とになれば本日の大成果になると思います。

来週は、「特許情報の検索と活用の基礎知識」と題して、
特許情報の入手方法の基礎を説明します。これにより、皆
さんがご自分で特許情報から技術や企業を学ぶことができ
るようになります。
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